
 郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年12月16日 

郡山市長 椎 根 健 雄  

郡山市条例第43号 

   郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年郡山市条例第61号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止）  

第11条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10第１項

各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

第11条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に

掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

（入所した者及び職員の健康診断） （入所した者及び職員の健康診断） 

第15条 （略） 第15条 （略） 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又は

第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康

診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わな

いことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同

表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合に

おいて、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の

結果を把握しなければならない。 

（略） 

乳児又は幼児（以下「乳幼児」と

いう。）に対する健康診査 

入所した乳幼児に対する入所時の健康診

断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 
 

（略） 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （母子生活支援施設の長の資格等）  （母子生活支援施設の長の資格等） 



第26条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。以下

「基準省令」という。）第27条の２第１項各号列記以外の部分のこども家

庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母

子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

 (3) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 (4) （略） 

 (5) 市長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であっ

て、次に掲げる期間の合計が３年以上であるもの又は基準省令第27条の

２第１項第４号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

者 

  ア～ウ （略） 

２ （略） 

第26条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児

童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号。以下

「基準省令」という。）第27条の２第１項各号列記以外の部分のこども家

庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母

子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

 (1)・(2) （略） 

 

 (3) （略） 

 (4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であっ

て、次に掲げる期間の合計が３年以上であるもの又は基準省令第27条の

２第１項第４号のこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了した

者 

  ア～ウ （略） 

２ （略） 

 （母子支援員の資格） 

第27条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 (6) （略） 

 （母子支援員の資格） 

第27条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

 (1)～(4) （略） 

 

 (5) （略） 

 （自立支援計画の策定） 

第29条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個

々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意

見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、

母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を

策定しなければならない。 

 （自立支援計画の策定） 

第29条 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個

々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援

するための計画を策定しなければならない。 

 （関係機関との連携）  （関係機関との連携） 



第32条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児

童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支

援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当た

らなければならない。 

第32条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児

童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所

並びに必要に応じ児童家庭支援センター、女性相談支援センター等関係機

関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない

。 

   附 則 

 （経過措置） 

２ 第27条第６号に規定する高等学校は中等学校令（昭和18年勅令第36号）

第１条の規定による中等学校を、第25条第３項に規定する大学は旧大学令

（大正７年勅令第388号）第１条の規定による大学を含むものとする。 

３～９ （略） 

   附 則 

 （経過措置） 

２ 第27条第５号に規定する高等学校は中等学校令（昭和18年勅令第36号）

第１条の規定による中等学校を、第25条第３項に規定する大学は旧大学令

（大正７年勅令第388号）第１条の規定による大学を含むものとする。 

３～９ （略） 

 （郡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 郡山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年郡山市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第

１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

第13条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

 （利用乳幼児及び職員の健康診断）  （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号）第12条又

は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診

断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると

認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないこと

ができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等におけ

る乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断が行

われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康

診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的

保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の

結果を把握しなければならない。 



欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。

）の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断 
 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （郡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 郡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年郡山市条例第33号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

 （虐待等の禁止） 

第３条の２ 職員は、園児に対し、法第27条の２第１項各号に掲げる行為そ

の他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 

 （児童福祉施設条例の準用） （児童福祉施設条例の準用） 

第13条 児童福祉施設条例第４条、第５条第１項、第２項及び第４項、第８

条、第10条、第12条、第14条（第４項ただし書を除く。）、第18条、第19

条、第33条第７号、第34条（後段を除く。）並びに第38条の規定は、幼保

連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる児童福祉施設条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第13条 児童福祉施設条例第４条、第５条第１項、第２項及び第４項、第８

条、第10条から第12条まで、第14条（第４項ただし書を除く。）、第18条

、第19条、第33条第７号、第34条（後段を除く。）並びに第38条の規定は

、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる児童福祉施設条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える児童福祉施設条例の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

（略） 

第10条 

 

 

（略） 

（略） 
 

読み替える児童福祉施設条例の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

（略） 

第10条 （略） 

第11条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 

（略） 
 



２ 児童福祉施設条例第９条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び

設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福

祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会

福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設

等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職

員」と、設備については「設備」と、同条第１項中「他の社会福祉施設を

併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認め

られる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員

」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあ

るのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については

「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所している者の居室

及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員

」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第７項に規定

する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふ

く室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については

、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合で

あって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合で

あって、」と読み替えるものとする。 

２ 児童福祉施設条例第９条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び

設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福

祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「他の学校又は社会

福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設

等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職

員」と、設備については「設備」と、同条第１項中「他の社会福祉施設を

併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認め

られる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員

」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあ

るのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については

「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所している者の居室

及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員

」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第６項に規定

する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふ

く室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については

、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合で

あって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合で

あって、」と読み替えるものとする。 

 （郡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 郡山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年郡山市条例第34号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況

等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総 (1) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総



合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「認定こど

も園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園を

いう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園教育・保育要領（認定こ

ども園法第10条第１項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定

こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。

次項において同じ。） 

合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下この号及び

次号において「認定こども園法」という。）第２条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園をいう。以下同じ。） 幼保連携型認定こども園

教育・保育要領（認定こども園法第10条第１項の規定に基づき主務大臣

が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内

容に関する事項をいう。次項において同じ。） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、

児童福祉法第33条の10第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教

育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第28条第

２項において準用する認定こども園法第27条の２第１項各号）に掲げる行

為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、

児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（電磁的記録等） （電磁的記録等） 

第53条 （略） 第53条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意

の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又

は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「

記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」

とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるの

は「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による

同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提

供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行

わない」と、第４項中「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よ

６ 第２項から第５項までの規定は、この条例の規定による書面等による同

意の取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付

又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において

「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項

」とあるのは「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とある

のは「得る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等によ

る同意を得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「

提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「

行わない」と、第４項中「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得



う」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、

同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項

各号」と、前項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による

書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と

、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２

項各号」と、第５項中「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」

と、「第２項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定に

よる書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

 （郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第５条 郡山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年郡山市条例第35号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10

第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10

各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

 （郡山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第６条 郡山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年郡山市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （健康管理）  （健康管理） 

第34条 （略） 第34条 （略） 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の

左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律第141号

）第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（

以下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、

当該健康診断等がそれぞれ同表右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相

当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、指定児童発達支援事業者は、それ

ぞれ同表左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

（略） 

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開始時の健康

２ 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の

左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ

同表右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは

、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表左欄に掲げる健康

診断の結果を把握しなければならない。 

 

 

（略） 
 



診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断 
 

３ （略） ３ （略） 

 （郡山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第７条 郡山市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年郡山市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （虐待等の防止）  （虐待等の防止） 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10

第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

第13条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第26条第１項、第27条及び同条例附則第２項の改正規定 令和８年３月１日 

 (2) 第３条中郡山市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例第13条第２項の改正規定 令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


